
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  がん保険の保険料の取扱い                 

Ｑ：会社でがん保険に加入しようか検討し

ています。保険料の取扱いは、どのようにな

りますか？                                        

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

会社が、役員又は従業員を被保険者とする

がん保険に加入する場合は、受取人や払込み

方法などによって、次のような取扱いになり

ます。 

 (1) 保険金受取人が会社の場合 

  ①保険料の支払いが終身払込みの場合 

   保険料はその支払の都度損金に算入する。 

  ②保険料の支払いが有期払込みの場合 

    ・払込期間中は、払込保険料×保険料払込

期間÷(105－契約時年齢)で求めた額を

損金算入し、残額は資産に計上する。 

  ・払込期間終了後は、払込期間中に資産計

上した金額÷(105－払込満了時時年齢)

で求めた額を資産計上額から取り崩して

損金に算入する。 

 (2) 保険金受取人が役員又は使用人の場合 

  ①普遍的加入の場合 

   保険の加入が普遍的である場合には、上記

(1)と同様に取り扱う。 

  ②特定の者だけを被保険者としている場合 

   役員又は部課長その他特定の使用人のみを  

被保険者としている場合には、これらの者  

に対する給与として取り扱う。 
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